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１１ 計計画画をを円円滑滑にに推推進進すするるたためめのの取取りり組組みみ

（（１１））計計画画のの推推進進

○ 障害者計画・障害福祉計画の推進のため、ＰＤＣＡサイクルのプロセスに基づい

て、計画推進にあたっての課題の検討、進捗状況の点検・評価を行います。 

○ 第五期障害福祉計画（平成 30 年度～平成 32 年度）を策定する際に、必要に応じ

て障害者計画の見直しを行います。 

○ 障害のある方や障害者団体、サービス事業者等と連携し、障害者施策の推進に努

めます。 

（（２２））推推進進方方策策

①① 計計画画のの進進捗捗管管理理

○ 障害者団体等と適宜協議や情報交換等を行います。 

○ 計画の進捗状況等について、幅広く障害当事者や関係者の声を聞くため、「障害

者地域自立支援協議会」において協議を行います。 

②② 計計画画のの周周知知とと理理解解

○ 点検・評価の内容および計画に変更等ある場合は、区ホームページ等を活用し、

公表します。 

第 ６ 章  計画の推進のために
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５５ 障障害害児児支支援援（（児児童童福福祉祉法法にに基基づづくく事事業業））のの供供給給見見込込みみ量量

サービス名 ２７年度 ２８年度 ２９年度

児童発達支援
人 /月 ５２５ ５５２ ５８０

日数 /月 ３，１５０ ３，３１２ ３，４８０

放課後等デイサービス
人 /月 ５４６ ５７４ ６０３

日数 /月 ５，７３３ ６，０２７ ６，１５１

保育所等訪問支援
人 /月 １ １ １

日数 /月 ２ ２ ２

医療型児童発達支援
人 /月 １ １  ２

日数 /月 ８ ８ １６

障害児相談支援 人 /月 １９８ ２１６ ２３６
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41 ページ 
第６章 計画の推進のために。 
１ 計画をエンカツに推進するための取り組み 
（１）計画の推進 
○ 障害シャ計画・障害福祉計画の推進のため、ＰＤＣＡサイクルのプロセスに基づいて、計画

推進にあたっての課題の検討、シンチョクジョウキョウの点検・評価を行います。 
○ 第五期障害福祉計画（平成 30 年度から平成 32 年度）をサクテイする際に、必要に応じて障

害シャ計画の見直しを行います。 
○ 障害のあるカタや障害シャ団体、サービスジギョウシャトウと連携し、障害シャセサクの推

進に努めます。 
（２）スイシンホウサク 
① 計画のシンチョクカンリ 
○ 障害シャ団体トウとテキギキョウギや情報交換トウを行います。 
○ 計画のシンチョク状況トウについて、幅広く障害トウジシャや関係シャの声を聞くため、「障

害シャ 地域自立支援 協議会」において協議を行います。 
② 計画のシュウチと理解 
○ 点検・評価の内容および計画に変更トウある場合は、区ホームページトウを活用し、公表し

ます。 
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